
洪水ハザードマップ
作成の手引き

洪水ハザードマップ
作成の手引き

平成17年6月
国土交通省 河川局 治水課

平成17年6月
国土交通省 河川局 治水課

概 要 版概 要 版



洪水ハザードマップ作成の手順

河
川
管
理
者
（国
及
び
都
道
府
県
）か
ら
の

浸
水
想
定
区
域
図
等
に
関
す
る
情
報
提
供

（水
防
法
第
十
四
条
）

市町村
地域防災計画

との整合

市町村
地域防災計画

との整合

住民等からの
意見の反映

住民等からの
意見の反映

市町村により実施市町村により実施

記載内容の
更新

記載内容の
更新

住民等からの意見の聴取住民等からの意見の聴取

普及
（周知、活用）

普及
（周知、活用）

基本事項の検討基本事項の検討

記載項目の検討記載項目の検討

洪水ハザードマップの作成洪水ハザードマップの作成

洪水ハザードマップの公表洪水ハザードマップの公表

支援



国土交通省における洪水HM作成の支援体制

浸水想定区域図の作成公表の推進浸水想定区域図の作成公表の推進浸水想定区域図の作成公表の推進

浸水想定区域等調査に係る予算補助浸水想定区域等調査に係る予算補助浸水想定区域等調査に係る予算補助

災害情報普及支援室による各市町村への実務支援災害情報災害情報普及支援室普及支援室による各市町村への実務支援による各市町村への実務支援

「浸水想定区域図作成マニュアル」
「中小河川浸水想定区域図作成の手引き」

などの技術的参考資料の作成

総合流域防災事業により平成２１年度までの各年度に限り

１/３の国費補助

全国の河川事務所に設置
・災害情報協議会の開催等

・浸水想定区域調査
・ハザードマップ調査

（HMについては、市町村へ県費補助がある場合に限る）



記載項目記載項目

■避難活用情報：避難に活用できる情報

■災害学習情報：平常時の防災意識を高めるための情報

共通項目：洪水時の危険性と避難に関する最小限の情報共通項目：洪水時の危険性と避難に関する最小限の情報

地域項目：地域の状況に応じて記載すべき事項地域項目：地域の状況に応じて記載すべき事項



 

○○市洪水ハザードマップ 

東方ガス 

△△公民館 

△△病院 

○○小学校 

□□小学校 

○○体育館 

□□土木事務所 

○○市民病院 
★ ○○保育園 

○○中学校 

□□中学校 

□□小児科 

東方電力 

○○市水道局 

★ ○○盲学校 

★ ○○老人ホーム 

○○市役所 

●あなたの避難場所一覧
避難場所名称 所在地 電話番号

○○小学校 ○○市○○２－１－１ 000-0000
○○中学校 ○○市○○４－１－５ 000-0000
□□小学校 ○○市□□４－１－２ 000-0000
□□中学校 ○○市□□３－２－１ 000-0000
△△公民館 ○○市△△３－５－１ 000-0000
○○体育館 ○○市△△２－１－５ 000-0000

■行政機関一覧
機関名称 所在地 電話番号

○○市役所 ○○市○○１－１－１ 000-0000
□□土木事務所 ○○市□□３－１－２ 000-0000

■医療機関一覧
機関名称 所在地 電話番号

○○市民病院 ○○市○○１－４－１ 000-0000
□□小児科 ○○市□□１－２－４ 000-0000
△△病院 ○○市△△２－５－１８ 000-0000

■ライフライン管理機関一覧
機関名称 所在地 電話番号

東方電力 ○○市△△１－２－３ 000-0000
東方ガス ○○市□□４－２－４ 000-0000
○○市水道局 ○○市○○１－１－４ 000-0000

★災害時要援護者が利用する施設
施設名称 所在地 電話番号

○○保育園 ○○市△△１－２－３ 000-0000
○○盲学校 ○○市○○１－１－４ 000-0000
○○老人ホーム ○○市□□４－２－４ 000-0000

 避 難 時 の 心 得 
● テレビやラジオなどで、雨や台風の状況などの最新情報の入手に努めましょう。 

● 市役所、消防署からの避難の呼びかけに注意しましょう。 

● 避難する前に、電気・ガスストーブなどの火もとを消しましょう。 

● 避難場所を確認しましょう。 

● 子供や高齢者、病気の人の避難に協力しましょう。 

● 親戚や知人に避難する旨を連絡しておきましょう。 

● 車での避難はやめましょう。 

 

浸水深 0.5m 未満の区域 

浸水深 0.5～2.0m 未満の区域 

地下空間 

浸水深 2.0m 以上の区域 

避難場所 

行政機関 

医療機関 

ライフライン管理機関 

★ 災害時要援護者が利用する施設 

凡  例 

 
情報の伝達経路 

 気象情報・洪水予警報と避難準備・避難勧告・避難指示は、

下記の図のような経路で市民の皆さんに伝達されます。 

気象情報・洪水予警報 避難準備・避難勧告・避難指示 

○○市災害対策本部 
○○市役所 
TEL000-0000 

市 民 の み な さ ん 

報道機関 関係機関 
避難場所 
学校 
等 

消防署 

消防団 

広報車 
防災無線 消防車 

テレビ
ラジオ 
等 

市
民
か
ら
の
情
報
提
供
問
い
合
わ
せ 

気象情報・洪水予警報の流れ 

避難準備・避難勧告・避難指示の流れ 

共通項目共通項目

避難時危険箇所

●避難行動時に危険が及ぶ

箇所の記載

・土砂災害等の危険区域

・過去に水没した道路

・アンダーパス、側溝 等

被害の形態

●堤防近傍の住民などは、早めの避難が

必要なことを周知

浸水想定区域

洪水予報等、
避難情報の伝達方法

●住民が適切な行動がとれる

情報伝達手段の記載

・複数の手段を組合わせる

・特に災害時要援護者等への

伝達方法を定める

避難場所

●避難場所の浸水時の適用性確認

●柔軟な避難行動をとるために

必要な避難場所の情報

・広域的な避難場所の検討

・一時的な緊急避難の検討

・避難場所の配員、物資状況

気象情報等の在りか

●住民が危険性の認知や

避難行動の判断材料となる

情報の提供

・上流域の降雨状況や水位状況

の情報入手先

・災害危険性が高まる降雨量

基準地点の水位計
基準地点の水位計

上流の雨量観測所
上流の雨量観測所

上流の水位計
上流の水位計



地域項目（避難活用情報）地域項目（避難活用情報）

特に防災上の配慮を要する者が
利用する施設の情報

・施設の所在地、名称

浸水想定区域以外の浸水情報
・浸水実績

・浸水常襲地区

・内水はん濫発生区域

避難の必要な区域

・学区、町内会等共助を意識した設定

自主避難に関する
記載もある事例 土佐市

地下街等に関する情報

・地下街の名称、所在地

・地下街の危険性

地下街のはん濫状況 福岡市

避難時の心得
●円滑な避難行動に有効な避難時の心得や

日常からの準備事項の記載

避難勧告等に関する事項

・避難勧告等の発令条件

・発令時の住民の行動

自主避難に関する記載もある事例 土佐市

●住民の避難に効果的な

河川のはん濫特性の記載

・流速や水深と歩行の

困難度の関係

・はん濫水到達時間

・浸水深上昇速度

・堪水時間

はん濫水の流速と歩行困難度の
記載事例 糸魚川市

河川のはん濫特性



地域項目（災害学習情報）地域項目（災害学習情報）

水害の発生メカニズム、
地形とはん濫形態

●水害への意識高揚と水害特性の

把握に効果的な情報の提供

・洪水の発生過程

・地形の成り立ち

気象情報に関する事項

●洪水発生の危険性の想定や

避難行動に効果的な情報の記載

・降雨量や上流域の水位と

下流域の水位の関係

水害に備えた心構え その他
・治水施設の操作

ダムで洪水を貯めきれなく

なった時は、流入した水を

そのまま流します。  

 通常の操作

計画を超える洪水  時の操作

計画時に想定した洪水を

貯められるようにダムの

規模は決定しています。  

時間  

流量  

洪水を貯留

最大流入量

計画範囲内の洪水

時間  

流量  

洪水調節容量

内で貯留

最大流入量

流入量以上は  
放流しない  計画最大

放流量  

計画最大

放流量  

計画を超える洪水

洪水

洪水

山形市洪水避難地図 山形市

山形市洪水避難地図
山形市

洪水の危険性、
被害の内容、
既往洪水情報

●水害への意識高揚と

水害記憶の継承

・はん濫流の威力

・過去の水害の記録

●共助意識の高揚

・平常時の準備

・自主防災組織について



１．目標を明確にし、戦略的に以下の3つの方法を
組み合わせて継続的に実施するとともに広報に努める

１．目標を明確にし、戦略的に以下の3つの方法を
組み合わせて継続的に実施するとともに広報に努める

洪水ハザードマップの普及洪水ハザードマップの普及

・洪水ハザードマップの各世帯への確実な配布

・住民が洪水ハザードマップの情報の提供を受けることができる状態の確立

・住民の洪水ハザードマップの理解を深めるための取り組み

２．自治体組織内部での普及２．自治体組織内部での普及

・自治体職員全員が防災担当者であるとの意識を持つ

・各組織への洪水ハザードマップの配布と説明会の開催

・洪水ハザードマップの情報の日常業務での活用



洪水ハザードマップの周知

1.洪水ハザードマップの

各世帯への確実な配布

（水防法施行規則第4条第1号）

○各世帯への配布手段

・各世帯への直接配布
・自治体窓口での配布

2.住民が洪水ハザードマップの提供

を受けることができる状態の確立

（水防法施行規則第4条第2号）

○提供の手段

・インターネット利用による
洪水ハザードマップの公開

・掲示による洪水ハザードマップ
・様々な施設への洪水ハザードマップの
設置の公開

○広報の手段
・地域で利用頻度の高い配布物による広報
(電話帳レッドページ,広報誌,新聞 等)
・多数の住民が参加するイベントでの広報

洪水ハザードマップの活用

○理解を深めるための取組み

・説明会の開催
・出前講座での活用
・マスメディアの活用
・防災訓練での活用
・学校教育での活用
・その他

各周知・活用方策を実施していることの広報各周知・活用方策を実施していることの広報

3.住民の洪水ハザードマップ

の理解を深めるための取組み

洪水ハザードマップ普及の３つの柱洪水ハザードマップ普及の３つの柱



洪水ハザードマップ

普及の３つの柱

実施方策 実施方策の目的に
応じた時期の選定

・一時的緊急的に実施
・定期的に実施
・通年継続して実施

実施時期

実施方策の目的に
応じた対象者の選定

実施対象者

洪水ハザードマップの戦略的な普及洪水ハザードマップの戦略的な普及

出水期出水期公表公表 実施時期

実
施
対
象
者

各種普及の手段を適切な時期と対象者に実施することが重要各種普及の手段を適切な時期と対象者に実施することが重要



各世帯

地下街等の管理者

特に防災上の配慮を

必要とする施設の管理者 マスメディア

インフラ事業者

まちづくりの関係者

自治体

・テレビ局、ラジオ局

・新聞社、出版社

・建築設計事務所

・建設コンサルタント

・建設会社

・電気、電話、ガス、

水道事業者

・公共交通機関

・自治体職員全員が防災担当者との意識を持つ
・自治体内の各組織への配布と説明会の開催
・日常業務での活用

・直接配布

・窓口配布

地域

・学校、医療機関

・不動産、マンション管理会社、

その他企業

・商店会、ガソリンスタンド、

農協 等

各世帯

地下街等の管理者

特に防災上の配慮を

必要とする施設の管理者 マスメディア

インフラ事業者

まちづくりの関係者

自治体

・テレビ局、ラジオ局

・新聞社、出版社

・建築設計事務所

・建設コンサルタント

・建設会社

・電気、電話、ガス、

水道事業者

・公共交通機関

・自治体職員全員が防災担当者との意識を持つ
・自治体内の各組織への配布と説明会の開催
・日常業務での活用

・直接配布

・窓口配布

地域

・学校、医療機関

・不動産、マンション管理会社、

その他企業

・商店会、ガソリンスタンド、

農協 等

洪水ハザードマップの各世帯への確実な配布洪水ハザードマップの各世帯への確実な配布



インターネットの利用

自治体
・自治体職員全員が防災担当者との意識を持つ
・自治体内の各組織への配布と説明会の開催
・日常業務での活用

・メリハリをつけた実施・複数の手段による提供と、その広報

掲示・設置
・公共的な施設に限らず、

日常的に住民が訪れる施設への掲示、設置
（地域の商店、ガソリンスタンド、スーパー、コンビニ等）

地下街展示ブース 行政サービスコーナー

広報
・電話帳への掲載
・広報誌や新聞等での特集
・地域のイベント等での広報
・様々な方法での広報

電話帳レッドぺージ
配布物を利用した

キャンペーンによる広報

住民が洪水ハザードマップの提供を
受けることができる状態の確立



出前講座での活用

学校教育での活用

自治体

・教職員に向けた情報提供

・学年に応じた取組み

・適切な時期に実施

・出前講座制度の広報

・自治体職員全員が防災担当者との意識を持つ
・自治体内の各組織への配布と説明会の開催
・日常業務での活用

説明会
・参加しやすい条件設定

・目的に合わせた対象者の設定

・浸水想定区域の条件の明示

マスメディアの活用

・マスメディアの特徴を活かす

日常からの防災情報の提供

防災訓練での活用
・適切な時期に実施

・住民が参加しやすい条件設定

・地域防災力の向上

その他

・水害経験を風化させない取組み

住民の洪水ハザードマップの理解を深めるための取組み



1800

440

301

12 24 40 49 82 101
148

217

375

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

Ｈ
７
ま
で

Ｈ
８
年

度
末

Ｈ
９
年

度
末

H
10

年
度

末

H
11

年
度

末

H
12

年
度

末

H
13

年
度

末

H
14

年
度

末

H
15

年
度

末

H
16

年
度

末

H
17

年
12

月

H
18

年
度

末

H
19

年
度

末

H
20

年
度

末

H
21

年
度

末

洪水ハザードマップ公表市町村（直轄・補助）

市町村数

【目標】
H21年度末に約1,800市町村で
洪水ハザードマップを公表予定

【目標】
H21年度末に約1,800市町村で
洪水ハザードマップを公表予定

洪水洪水ＨＭＨＭ作成作成状況状況

洪水HMの円滑な作成と公表が急務洪水HMの円滑な作成と公表が急務円滑な作成と公表が急務

平成17年12月3１日現在


